
千代田区のみなさまへ 新型コロナ対策支援一覧「ちよだ版」
個人・世帯向け 会社・事業者向け
給付 給付・支援・助成金猶予 貸付（融資）

貸付

 特別定額給付金➡後日案内送付　
一律 1人10 万円
▶国籍を問わず令和 2 年 4 月 27 日時点で住民
基本台帳に記載されたすべての人が対象
※DV 等の理由で避難している方は、婦人相談所
等が発行する「証明書」を添えて、区担当窓口に「申
出書」を提出することで、世帯主でなくても給付金
を受け取ることができます。
 ➡ 【問い合わせ先】
区生活支援課 03-5211-4126
国際平和・男女平等人権課 03-5211-4166

｠住宅確保給付金 ( 家賃 ) ➡ 区生活支援課 
03-5211-4126
賃貸住宅に住み、失業等の場合、3ヶ月の家賃相当
額 (求職中なら 9か月間 ) を家主に給付

➡ 区生活支援課　03-5211-4216
現に生活に困窮している方に、困窮の
程度に応じて生活費、
住居費等の
必要な保護を
実施。

 DV 相談　
千代田区男女共同参画センター MIW　03-5211-4316　
区生活支援課　03-5211-4126 内閣府男女共同参画局
「DV 相談＋( プラス )」 0120-279-889“つなぐはやく”24
時間対応

 虐待に関する相談　
千代田っこホットライン　03-3256-8150　24 時間対応　児
童相談所１８９“いちはやく”

 緊急小口資金 ( 生活費 ) ➡ 区社会福祉協議会　03-3265-1901
▶新型コロナで収入の減少があり生計維持に必要な人 
20 万円以内一括貸付　無利子・保証不要・1年据置 2 年返済　申し込みから一週間以内

 総合支援資金 ( 生活費 ) ➡ 区社会福祉協議会　03-3256-1901
▶新型コロナで収入減や失業など生活困窮している世帯 
2 以上世帯最大 3 か月 60 万円、単身最大 45 万円　無利子・保証不要・1年据置・10 年返済　申
込みから最短 20 日間で交付

 持続化給付金 ➡ 経産省関東経済産業局　
048-600-0248 ｠0570-783-183
▶コロナで今年のどこか 1 つの月の売上が、前年
同月比で５０％以上減少した事業者
中小企業・各種法人　最大２００万円　個人事業
者　最大１００万円
(給付額は昨年１年間の売上からの減少額が上限)

 持続化補助金 ➡ 全国商工会連絡会　又は日
本商工会議所
▶コロナの影響でネット販売など非対面型サービ
スに転換を図る小規模事業者など
補助率　　2/3 　 補助上限額　１００万円
( 上記のための設備・システム投資が条件 )

 東京都感染拡大防止協力金 ➡ 相談センター 
03-5388-0567
▶新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の依
頼に応じて施設停止に全面的に協力する中小事業
者に対し、５０万円 (２店舗以上は１００万円 )支給。

 雇用調整助成金 ➡ ハローワーク
コールセンター 0120-60-3999
▶コロナの影響で休業手当 ( パート含む ) を支払
う等した事業主。
支払った休業手当等の一部
( 最大９割、日額１人８３３０円上限 ) を助成。

 IT 導入補助金 ➡ ナビダイヤル
0570-666-424
▶在宅勤務 ( テレワーク ) 導入のために利用する
業務効率化ツールを導入した事業者
PC・タブレットなどのレンタル費用もOK。
補助率　　2/3｠｠ 補助額　３０～４５０万円

 小学校休業等対応助成金 ➡ ハローワーク
コールセンター 0120-60-3999
▶従業員の子が休校・休園等により休んだ場合、
１日８３３０円まで支給
 

 区緊急経営支援特別資金 ➡ 区商工観光課　
03-5211-4344
▶コロナの影響で前年同月売上高が３％以上減少
している方。上限１０００万円、信用保証料区負担、
利子本人負担０．３％(代表者が区民の場合 )

 無利子無担保融資制度 ➡ 日本政策金融公庫
東京支店　0120-154-505
▶売上高が 5％以上減少した企業が対象。当初 3
年間実質無利子。
ほか。

 セイフティーネット保証 ➡ 区商工観光課　
03-5211-4344
▶一般枠と別枠で借入債務を保証の対象とする
資金繰り支援制度。それぞれ別枠 2,8 億円。

 公共料金・電気・ガス・電話料金等
▶支払い困難なら各料金窓口に相談を。

｠国民年金・国民健康保険・介護保険
➡区国民年金課　03-5211-4202
➡区介護保険課 ｠03-5211-4321

 税金 ( 支払猶予 ) ➡ 03-5211-4191
▶区民税➡ 区税務課
▶国税・地方税の1年納税猶予、固定資産税の軽
減措置など➡所轄の税務署

生活保護 DV・虐待に関する相談

「こちらは防災ちよだ」の
アナウンスが聞こえにくい方

03-3237-9222 防災無線ダイヤル

あきらめない つながる 相談する 声をあげる
! 2020年

4月30日
現在

国は 3 月 19 日に都道府県等にコロナの影
響ある人の公共料金等の支払い猶予を通知。

 小学校休業等対応支援金 ➡ ハローワーク
コールセンター　0120-60-3999
▶フリーランス　子が休校・休園等により休職し
た場合、１日 4100 円支給

フリーランス

 子どもの学び応援サイト
▶臨時休業期間における学習支援ポータルサイト
( 文科省 )
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/ga
kusyushien/index_00001.htm
▶学びを止めない未来の教室 (経産省 )
https://www.learning-innovation.go.jp/covi
d_19/

ー４月３０日現在の情報です。今後、制度の拡充が予測されます。ご確認ください。ー


